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日
本
経
済
の
高
度
成
長
の
中
、
農
山
漁

村
地
域
か
ら
都
市
地
域
に
向
け
て
、
若
者

を
中
心
に
大
幅
な
人
口
移
動
が
起
こ
り
ま

し
た
。
一
方
で
、
農
山
漁
村
地
域
で
は
人

口
の
減
少
に
よ
っ
て
、
地
域
の
基
礎
的
な

生
活
条
件
の
確
保
に
も
支
障
を
き
た
す
よ

う
に
な
り
、
産
業
の
担
い
手
が
不
足
す
る

な
ど
、
結
果
と
し
て
地
域
の
生
産
機
能
が

低
下
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

過
疎
と
は
、
こ
の
よ
う
に
地
域
の
人
口

が
減
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
そ
の
地
域
で

暮
ら
す
人
の
生
活
水
準
や
生
産
機
能
の
維

持
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
状
態
を
言
い
、

そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
地

域
を
「
過
疎
地
域
」
と
呼
び
ま
す
。

　

平
成
29
年
４
月
１
日
に
「
過
疎
地
域
自

立
促
進
特
別
措
置
法
（
過
疎
法
）
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、
人
口

要
件
・
財
政
要
件
な
ど
の
過
疎
地
域
の
要

件
が
追
加
・
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
下
田
市
も
平
成
29
年
度

か
ら
過
疎
地
域
と
な
り
ま
し
た
（
人
口
減

少
率

：

０
・
２
３
８
、
財
政
力
指
数

：

０

・
４
９
５
）。

人
口
要
件　

平
成
２
年
～
平
成
27
年
の
国

勢
調
査
人
口
の
減
少
率
が
21
％
以
上

財
政
要
件　

平
成
25
年
度
～
平
成
27
年
度

の
３
か
年
の
財
政
力
指
数
（
自
治
体
の
財

政
力
を
示
す
指
数
で
、
大
き
い
ほ
ど
財
政

的
に
余
裕
が
あ
る
）の
平
均
が
０
．５
以
下

　

市
で
は
、
過
疎
か
ら
の
脱
却
と
、
過
疎

地
域
の
み
が
対
象
と
な
る
財
政
優
遇
措
置

（
過
疎
対
策
事
業
債
）
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
「
下
田
市
過
疎
地
域
自
立
促
進
計

画
」
を
定
め
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
と

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

「
下
田
市
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
」

に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

対
象
業
種
や
対
象
設
備
の
要
件
に
該
当

し
、
市
税
の
優
遇
制
度
の
利
用
を
希
望
す

る
場
合
や
、
国
税
・
県
税
に
つ
い
て
税
務

署
又
は
県
へ
申
告
を
す
る
場
合
、
実
施
し

た
設
備
投
資
の
内
容
が
計
画
に
適
合
し
て

い
る
か
ど
う
か
、
市
に
よ
る
確
認
を
事
前

に
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
確
認
の
た

め
の
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
左
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

統
合
政
策
課
政
策
推
進
係
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国
税
に
つ
い
て
は
下
田
税
務
署
（
☎
㉒

　

０
１
８
５
）、県
税
に
つ
い
て
は
下
田
財

　

務
事
務
所
（
☎
㉔
２
０
１
４
）
へ
お
問

　

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

過
疎
地
域
と
は
？

優
遇
制
度
を
利
用
す
る
に
は
？

対象業種の例

○木材・木製品製造
○食料品製造
○繊維製造
○家具・装備品製造

製造業 ○石油・石炭製品製造
○金属製品製造
○生産用機械器具製造
○電気機械器具製造等

○ホテル営業旅館業 ○旅館営業等

○農畜産物・水産物卸
　売業
○食糧・飲料卸売業
○野菜・果実小売業
○食肉小売業
※設備等が所在する市町内で生産された農林
　水産物（当該農林水産物を原料にした加工
　品等を含む）を、店舗において主に当該地
　域外の者に販売する事業が対象です。

農林水産物等
販売業

○酒小売業
○畜産食料品小売業
○水産食料品小売業
○パン・菓子小売業等
○鮮魚小売業

○有線放送業
○ポータルサイト・サービス運営業
○コールセンター業等

情報サービス業等
（半島地域におけ
る特例のみ対象）

○ソフトウェア業

対象設備の例

旅館業
※半島振興法のみ対象

○食品等の製造用設備　　　
○工作機械　　　　　　　　

○冷凍装置
○運搬設備等

製造業 ○厨房設備
○空調設備等

○電気設備　　　　　　　　
○給排水設備　　　　　　　

対象設備に
かかる土地

○取得から１年以内に建物の建設に着手した
　場合のみ対象
○上記建物の敷地面積とする
　（事業の用に直接供する部分のみ）

農林水産物
等販売業
情報サービ
ス業

資本金 5,000
万円超の
法人

資本金 1,000
万円超 5,000
万円以下の
法人

個人、
資本金 1,000
万円以下の
法人

旅館業・製造業対象業種

500 万円以
上の設備の
新増設

2,000 万円
以上の設備の
新増設

1,000 万円以
上の設備の
新増設

500 万円以上
の設備の
新増設

取得要件

初年度　　　0.14/100（通常税率の 1/10）
第２年度　　0.35/100（通常税率の 1/4）
第３年度　　0.70/100（通常税率の 1/2）

固定資産
税の率

平成 29 年 4 月 1 日以降に取得した設備が対象対象期間

半島振興法における不均一課税について

対象業種 旅館業・製造業・農林水産物等販売業

2,700 万円超の設備の新増設

平成 29 年４月１日以降に取得した設備が対象

取得要件

対象期間

固定資産税の率 ３年間課税免除

過疎地域自立促進特別措置法における課税免除について

家屋又は構築物 ○その事業に係る建物及びその付属設備
　（事業の用に直接供する部分のみ）
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市税の優遇制度を活用してみませんか
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市
で
は
、
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
及

び
過
疎
地
域
で
の
安
定
的
な
就
業
機
会
の

確
保
や
産
業
振
興
の
促
進
を
図
る
た
め
、

市
税
（
固
定
資
産
税
）
を
軽
減
す
る
特
例

制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
各
種
要
件
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
市
税
（
固
定
資
産
税
）
の
ほ

か
、
国
税
（
所
得
税
・
法
人
税
）
の
割
増

償
却
や
県
税
（
事
業
税
・
不
動
産
取
得
税

等
）
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

固
定
資
産
税
の
優
遇
制
度
と
は
、
対
象

業
種
を
営
む
事
業
者
（
別
表
参
照
）
が
、

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
や
過
疎
地
域
の

区
域
内
で
、
そ
の
事
業
に
使
用
す
る
設
備

（
建
物
及
び
付
属
設
備
、機
械
及
び
装
置
等

の
減
価
償
却
資
産
）
を
新
設
又
は
増
設
し
、

供
用
し
た
場
合
な
ど
に
市
税
（
固
定
資
産

税
）
の
軽
減
が
で
き
る
制
度
で
す
（
土
地

は
取
得
か
ら
１
年
以
内
に
建
物
の
建
設
に

着
手
し
た
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
）。

　

な
お
、
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お

け
る
特
例
と
過
疎
地
域
に
お
け
る
特
例
は
、

重
複
し
て
の
活
用
は
で
き
な
い
た
め
、
い

ず
れ
か
の
制
度
を
選
択
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
（
国
税
に
つ
い
て
は
半
島
振
興
法
が

優
先
さ
れ
ま
す
）。

　

そ
れ
ぞ
れ
、
取
得
要
件
や
固
定
資
産
税

の
軽
減
率
が
異
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
利

用
を
検
討
の
際
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

半
島
振
興
法
に
基
づ
く
指
定
を
受
け
た

地
区
の
こ
と
で
す
。
下
田
市
は
市
の
全
域

が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

半
島
地
域
は
、
国
土
の
保
全
、
多
様
な

文
化
の
継
承
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
場

及
び
機
会
の
提
供
、
食
糧
の
安
定
供
給
等

の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、
三

方
を
海
に
囲
ま
れ
る
こ
と
で
平
地
に
恵
ま

れ
ず
、
幹
線
交
通
体
系
か
ら
離
れ
て
い
る

な
ど
の
制
約
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
産
業
基

盤
や
生
活
環
境
の
整
備
等
が
他
の
地
域
と

比
べ
て
低
位
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

半
島
の
地
域
振
興
を
図
る
た
め
、
半
島
振

興
法
が
制
定
さ
れ
各
種
施
策
が
講
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
下
田
市
、
東
伊
豆
町
、
河
津

町
、
南
伊
豆
町
、
松
崎
町
、
西
伊
豆
町
、

伊
豆
市
、
沼
津
市
の
一
部
（
旧
戸
田
村
）

が
属
す
る
伊
豆
中
南
部
地
域
で
は
、
同
様

の
市
町
村
税
の
特
例
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

市
税
の
優
遇
制
度
の
内
容

市税の優遇制度を活用してみませんか市税の優遇制度を活用してみませんか

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
は
？

市税の優遇制度を活用してみませんか
事業者の皆さまへ

半島振興法・過疎地域自立促進特別措置法により半島振興法・過疎地域自立促進特別措置法により
新たに新増設した設備について軽減を受けることができます新たに新増設した設備について軽減を受けることができます
半島振興法・過疎地域自立促進特別措置法により
新たに新増設した設備について軽減を受けることができます
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